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１．会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過および成果 

平成 28年度は、３か年の中期経営計画「ＮＢＳ経営プラン 27－29」の中間年度である。

「ＮＢＳ経営プラン 27－29」は、平成 25年 11月にとりまとめた「ＮＢＳ経営ビジョン」

を具体化し、経営理念の実現を目指す第一歩である。経営プランでは、「既存事業機能を

一層強化」、「新たな事業領域へ挑戦」、「企業風土を変革」の３つの基本方針を掲げており、

平成 28年度は 27年度に引き続き、この経営プランに基づき、受信料収入の確保と効率的

なＮＨＫ営業活動の展開に寄与するとともに、公共放送および放送メディア全体の発展や

革新を支援する活動を着実に遂行した。 

受託業務については、 

・ お客様からＮＨＫに届け出のあった放送受信契約書等の情報処理 

・ 全国４か所のコールセンターにおける電話を中心とした視聴者対応 

・ 事業所・集合住宅入居者の受信契約取次、法人委託事業者の訪問活動要員等に対する

講習会や映像による教育支援、民事事前対策の支援 

・ 営業活動の支援資材であるパンフレット等の企画・編集・制作 

等の各種の営業支援業務を実施した。 

また、ＮＨＫ営業拠点の再編（平成 28 年７月長野県、愛知県、福島県）に伴うＮＢＳ

事業拠点の集約にも遺漏なく対応した。 

更には、29 年度からの新たな受託業務拡大に向け、11 月には業務推進本部関連業務の

実施体制、12 月には事務推進本部関連業務の業務量等について、それぞれＮＨＫと合意

した。 

自主事業については、 

・ 平成 26 年度に一般社団法人 700MHz 利用推進協会から受注した「700MHz 帯を利用す

る特定基地局によるテレビ受信障害コールセンター構築・運営業務」については、基

地局の開設が年度下半期から徐々に本格化しており、新年度からは本格実施となる見

込みである。 

・ なお、ＮＨＫ関連団体のコールセンター業務については、平成 28年 4月末で過去 20

年にわたり継続してきたＮＨＫ学園の業務を通信講座の見直しに伴い終了したほか、

ＮＥＰの業務も３月に終了した。 

ガバナンスやリスク管理についても適切に対応した。特に当社は各事業部門のそれぞれ

が大量の個人情報を取り扱っており、個人情報保護は当社の生命線である。このため、業

務プロセス・体制を不断に見直すとともに、定期的に研修等を実施している。 

なお、当社は、個人情報取扱事業者として、プライバシーマークを取得している。プラ 

イバシーマークについては、平成 28年５月に９期目の更新を行った。 

① 経営企画室関係

○平成 29年度受託業務拡大に向けた検討

・ ＮＨＫ営業部門の“全体最適”のための平成 29 年度からの新たな受託業務拡大に向

けた検討を「ＮＨＫ－ＮＢＳ協議会」の下に設置された「委託業務拡大検討ＷＧ」の

各分科会で実施。 
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・ 28 年６月にＮＨＫ－ＮＢＳ間で受託業務内容等に関して基本合意に達し、７月から

各分科会で実施要領等の詳細に関する検討を開始。ＮＢＳでは、検討状況と課題の共

有、全社的整合性の確認等のため「受託業務拡大社内全体調整会議」を計４回開催し、

経営企画室・事務推進本部・業務推進本部・総務室の各部門が連携して対応。 

・ 各分科会での協議・調整を経て、ＮＨＫ営業局から「29 年度業務委託拡大体制」が

提示され、業務推進本部関連業務の実施体制（要員数）について 11 月、事務推進本

部関連業務の業務量・業務内容について 12 月に合意。以降、分科会で各業務の「手

引き」作成を進め、29年８月からの業務拡大開始に向け準備。 

○「ＮＢＳ経営プラン 27－29」の進捗管理

・ 「ＮＢＳ経営プラン 27－29」の着実な実行に向け、「工程表」に基づき年度毎の「総

括」を実施。当年度の計画達成状況や課題を点検し、その結果を次年度以降の取り組

みに反映させた「総括表」を作成するとともに、「工程表」についてもＰＤＣＡサイ

クルを進める観点で「総括表」を基に刷新。 

・ 27 年度総括を 28 年４月に取りまとめ、28 年度総括については 29 年１月以降の各部

門の報告とヒアリングを基に取りまとめた。 

○ＮＢＳにおけるＩＴ統制委員会の設立に向けた準備

・ 社内のシステム体系を一元的に管理・監督することによりＮＢＳの情報セキュリティ

を強化するため、「ＩＴ統制委員会」を設立することを目的に、本社各部門管理者で

構成した「ＩＴ統制委員会設立準備事務局」を 29年１月に設置し検討を開始。 

・ ＩＴ統制委員会の発足は 29年度組織改正と合わせ 29年７月を目指すこととし、まず

平成 29年度のＩＴ統制に関する活動基本方針とスケジュールを 29年３月に策定。以

降必要なＩＴ統制関連の規程整備等を継続し、７月の委員会発足に向け準備。 

○「組織横断型のボトムアップ提案制度」の運用推進

・ 社員の自主・自律性を尊重して新たな事業領域の創出・拡大を図る「組織横断型のボ

トムアップ提案制度」については、28 年度の提案４件から一次審査で選出したブラ

ッシュアップ対象案件１件に関して、29 年３月の事業化検討可否判定審査で事業化

に向けた検討を進めることを決定。 

・ その他、27年度提案１件について 29年度もブラッシュアップを継続するなど、制度

の円滑な運用と具体的成果の実現に向けて注力。 

② 事務推進本部関係

○効率的な業務推進

＜タイムキャストへの業務移行＞

・ 各支社に設置した「業務改善プロジェクト」を起点として、「業務マニュアル」の定

着を図りつつ社員からタイムキャストへの業務移行を着実に推進。 

＜処理工程の統一＞ 

・ 事務処理業務の処理工程統一を目指す第一ステップとして、事業所業務において最大

業務量である報告書関連業務の処理工程統一に向けてプロジェクト会議の開催と全

国調査を実施し、検討を開始。 

＜新誤入力検査の導入＞ 

・ 効率的・効果的な誤入力検査手法開発・導入に向け、６月からのパイロットテストや

全国プロジェクトでの検討を行い、主要２業務について 10月から全国事業所へ導入。
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新検査手法を 22の要検査業務へ段階的に拡大。 

○売上増への取り組み 

＜スポット業務の受注促進＞ 

・ 営業諸目標の達成や課題解決に資するスポット業務を積極的にＮＨＫへ提案・実施す

るとともに年度末加重施策へも対応し、結果として全支社がスポット目標を達成（達

成率 165％）。 

○業務改革への対応と組織強化 

＜受託業務拡大への対応＞ 

・ 29 年８月からの受託業務拡大に向けて、ＮＨＫと合同で設置した５つの分科会の中

で協議・検討を重ね、業務範囲や業務量を精査のうえ確定。実施要領や手引きを策定

の上、円滑な実施を目指す。 

＜次期体制の検討とパイロットテストの実施＞ 

・ 27 年度から開催してきた「次期体制検討プロジェクト」の検討を踏まえ、名古屋事

務センターと東京事務センターにおいて事業所業務集約のパイロットテストを開始

するとともに、さらなる拡大を検討。 

＜局再編への対応＞ 

・ ７月に実施した長野、愛知、福島の局再編に伴う事業所集約にあたり、要員移行・タ

イムキャスト育成・集約前後の業務支援等を実施し、円滑に移行。 

＜熊本地震への対応＞ 

・ 熊本地震による大量の災害免除登録関連業務について、担当職場・支社のみならず全

国的な支援体制により迅速・的確に情報処理を実施。 

＜人材育成の強化＞ 

・ 社員の人材育成を目指し、全職場での「業務適正化推進」の取り組み、「１～３年目

チーフ会議」、「職場交流（他職場・事務推進本部への派遣）」を実施。 

＜リスク管理の徹底＞ 

・ 帳票類の管理・保管の徹底に向け、事業所用の帳票管理簿様式を改善・統一し、全事

業所において６月より本格運用を開始。 

＜帳票電子化試行への対応＞ 

・ 帳票保存スペース不足という全国的な課題の解消に向けてＮＨＫで開始された帳票

電子化の試行において、電子化の事前作業として平成 13 年度分の電子化対象帳票の

仕分け作業を首都圏サポートルームで実施。 

 

 

③ コールセンター本部関係 

○インバウンド業務 

＜受信料関係の電話受付＞ 

・ 総呼数は 441万件で前年度の 448万件に対して 7万件減少。応答数は 241万件で、前

年度の 229 万件に対して 12.4 万件増加。外部応答率は 11 月末に 60.3％、２月末に

は 62.2％まで向上。３月に各種ＤＭ発送などの営業施策の反響で総呼数が 25万件増

加（前年同月比 136％）したこともあり、年間の応答率は 54.7％（前年度 51.1％）。 

・ 年度初頭より配席数の確保に努め、５月からは前年度の応答数を上回る実績を確保。

配席数の確保に向けて、コミュニケーターの募集強化、就業時間の増やアウトバウン

ド要員のインバウンドへのマルチ運用等の施策を実施。 
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＜ＣＡＳメッセージ消去受付＞ 

・ 総呼数は 182万件で前年度の 203万件に対して 21万件減少。 

・ 衛星新規契約の取次実績は 1,238 件で応諾に対する書面省略率は 74.7％。衛星契約

変更の取次実績は 22,072件で応諾に対する書面省略率は 78.8％。 

・ 課題の夜間・土日の要員確保は、追加勤務やスライド勤務の要請により必要時間帯の

充足に努めたが依然として厳しい状況。 

○アウトバウンド業務 

＜受信料関係＞ 

・ 長期未収者や一部未納者に対する受信料請求などの収納促進テレマと住所確認テレ

マを中心に年間で 157.5 万件実施（前年度比 2.5 万件減）。通話に対する応諾率は

51.5％と前年度比 13.9ポイント向上。 

＜ＣＡＳ関係＞ 

・ 未契約者に対する「契約確認テレマ」による衛星新規契約の取次実績は、2,455件で

応諾に対する書面省略率は 64.7％。 

・ 衛星未契約者に対する「衛星契約勧奨テレマ」による衛星契約変更の取次数は 8,088

件で応諾に対する書面省略率は 66.9％。 

・ モチベーションアップと業務スキルの向上にむけコミュニケーターの研修を充実。 

○受信技術業務 

・ 総呼数は 9.7万件で前年度比 1.6万件の減。応答数は 7.7万件で前年度比 0.9万件の

減。外部応答率は 79.6％で前年度比 0.5ポイント向上。 

・ 放送などの周知により、４Ｋ・８Ｋ放送に関する高度な相談が増加。コミュニケータ

ーの指導・育成等により円滑に対応。 

・ 技術展示・セミナー運営業務は、計画とした技術展示 110件に対して 174件、セミナ

ー運営は 50件に対して 55件を実施。今年度からの新規受託業務で大きな成果。 

○ネットクラブ業務 

・ メール・電話による受付件数は 7.1万件で、前年度の 6.5万件に対して 0.6万件増加。

３月末の会員登録数は 440.9 万人で今年度 37.6 万人増加。プレミアム会員は 226.9

万人（会員登録数の 51.5％）で今年度 24.5万増加。 

○その他 

・ ＮＨＫグループ全体の公金意識とコンプライアンス意識向上をねらいとしたＮＨＫ

関連団体公金意識研修を 11月 22日、12月 6日、12月 15 日の３回実施。５団体から

19 名が参加。この２年間で６回開催し参加者からも高い評価を得たが、ＮＨＫグル

ープ全体のコンプライアンス対策の強化・拡大を受け、ＮＨＫ研修センターと協議の

結果、一定の役割を果たしたと判断し 28年度末で終了。 

・ ＣＡＳチームの書面省略による契約勧奨業務の成果が評価され、28年 12月にＮＨＫ

関連事業局長賞を受賞。 

・ 29年１月 11日よりフリーダイヤルの着信電話に対する発信者番号通知案内の試行を

開始。１月以降のＣＰＨ（１人が１時間あたりに処理する件数）が 5.4件と前年度比

0.9件の改善に繋がり順調に推移。 

 

 

④ 業務推進本部関係 

〔育成支援部〕 
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○講習関係業務 

・ 法人委託事業者・地域スタッフおよびＮＨＫ職員を対象に、延べ 253回、438日の講

習実施。受講者数は延べ 1,743名。 

・ 講習開催日数は、28年度計画の 409日は確保したものの、全国の 65％を占める関越・

近畿・中部における法人事業者の開発抑制が影響し、過去最高値を記録した前年度か

ら減少（前年比▲87日、83％）。 

・ ＮＨＫの経営課題である法人事業者のクレーム抑止と、ＮＨＫマインドの醸成に資す

るため、新規受託法人向け初期講習を刷新。あわせて、クレーム多発事業者の課題解

決に向けた講習会を新設。惹起者のお客様対応の改善により、クレーム抑止に貢献。 

・ 営業職員「民事関連研修」の前倒し開催により、法人事業者の指導・育成への還元と

民事品質指標に寄与。職員向け「公金意識研修」を定期開催。 

○映像制作業務 

・ 「ＮＨＫ営業チャンネル」を各期制作。 

・ 優秀者のノウハウ・スキルの共有や、クレーム発生のリスク回避に向けた討議連動型

の新コーナーを企画提案。12 月号より順次リニューアルし、双方向型ビデオへの転

換を図る。 

 

〔法人営業部〕 

○受託業務拡大について 

・ 平成 29 年度からのＮＨＫ受託業務拡大について、全国の実施体制や実施方法につい

てＮＨＫと協議を重ね、業務範囲や業務量を確定。29 年８月スタートに向けて手引

き等の検討をさらに進めていく。 

○事業所対策 

・ 全国受託数 4,824 事業所の全数対策完了。28 年度のテレビ設置状況調査は、前倒し

活動の取り組みにより、順調に進捗。 

・ 全国の総取次数 15,311件、衛星取次数 3,554件。 

総数増加＋1,303件、衛星増加＋245件。 

（総取次数    27年度⇒14,955件 28年度⇒15,311件 ＋356件） 

（衛星契約取次数 27年度⇒ 3,253件 28年度⇒ 3,554件 ＋301件） 

総数増加、衛星増加ともプラス増加を確保。 

○集合住宅関係 

＜分譲＞ 

・ 全国の業績は、対応物件数 323件（前年比▲24件、93.0％）、取次数 8,042件（前年

比▲1,564件、83.7％）。 

・ 要因は、①竣工物件の減少、②マンションの小規模化、③投資物件の増加と分析。そ

のため、入居説明会等の立会物件が減少し、取次数が減少している。 

＜賃貸＞ 

・ 全国の取次数 102,923 件（前年比＋15,013 件、117.1％）と 10 万件を超える実績を

確保した。 

・ 要因は、ハウスコム（株）が大幅に取次数を伸ばし、17,383件（前年比＋10,820件、

264.8％）の取次数を確保。好業績に繋がった。 

・ 賃貸店舗訪問状況は訪問計画 310店舗に対し訪問実績 517店舗（達成率 166.7％）。 
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〔フィールド事業部〕 

○法人講習業務 

・ 28年度は合計 128回、277名のフィールド講習を実施。 

・ 講習内容別内訳は以下のとおり。 

・ 新規事業者を対象とするスターティング講習Ⅰは 79 回（167 名）実施。育成支援部

による３日間の内務講習後、２日間のフィールド講習により現場活動を通じてお客様

対応の基本を指導。 

・ 「スターティング講習Ⅰ」受講後１か月経過した事業者を対象とするスターティング

講習Ⅱは 47 回（105 名）実施。内務講習後、１日間のフィールド講習により同行指

導を通じてお客様対応状況を点検・検証。 

・ 法人事業者の業績低迷者等を対象とするスキルアップ講習は２回（５名）実施。業務

知識の習熟度、的確なお客様対応によるクレーム抑止、不正防止に向けた業務の再点

検などを行うとともに業績確保に向けた全戸点検、複数巡回、お客様対応を指導。 

○民事事前対策業務 

・ ４月 かながわ東営業センター、さいたま西営業センターで実施。 

・ ５～６月 中央営業センター、池袋営業センターで実施。 

・ ７～８月 かながわ西営業センター、船橋営業センターで実施。 

・ ９～10月 上野営業センター、横浜営業部で実施。 

・ 11～12月 千葉営業部、船橋営業センター、さいたま営業部で実施。 

・ １～２月 池袋営業センター、上野営業センター、西東京営業センターで実施。 

・ ３月 横浜営業部、さいたま営業部、さいたま西営業センターで実施。 

○新たな業務モデルの開発 

・ 営業局計画管理部の要請を受けて、12 月より上野営業センター管内において「ＤＭ

のさらなる活用に向けた試行業務」を実施。「ＤＭと訪問の連動対策」を社員２名程

度で実施し、その費用対効果を検証するとともに、地域ローテーションに「ＤＭと訪

問の連動対策」を組み込んださまざまな施策効果を検証。 

○要員体制の整備、マルチスキル化 

・ ４月 受託業務拡大に向けて社員採用２名。 

・ ７月 定期異動で社員１名増。 

・ ８月 ＮＨＫへの出向２名が復職。 

   （中央、池袋の各営業センター） 

・ ８月 ＮＨＫへの新たな出向３名。 

   （池袋、名古屋中央、名古屋駅前の各営業センター） 

・ 10月 業務受託拡大に向けて社員採用２名。 

 

 

⑤ カスタマーセンター関係 

〔コール事業部〕 

○「700MHzテレビ受信障害相談」業務 

・ 本業務は、docomo、au、SoftBankの 3社が、携帯電話の利用電波帯域を 700MHzに拡

大するのに伴って発生するテレビ受信障害の相談受付コールセンター業務。700MHz

拡大の事前準備に必要なラジオマイク対策などが進んだため、携帯基地局の開局数は、

28年度末現在で全国 2,940局に達した。 
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・ 総務省と携帯３社は、29年度の基地局開設数を 17,000局と計画しており、業務の拡

大にあわせて新たなコールセンター拠点を今後、福岡などにも開設する予定。 

・ 相談受付のオペレーター席数も、28 年６月までの 3 席が、12 月からは 17 席に増え、

29年度中には 100席を超える規模に拡大する見通し。 

・ 一方、ラジオマイク対策が未完了の地域の電波混信を防ぐ「共用調整窓口」業務は、

28年度中、月平均で 750局の携帯基地局を対象に電波を一時的に止める対応を実施。 

・ 地震や気象警報が発令中に、テレビの受信障害が起きないよう、700MHz の試験電波

の発信を管理する「警報管理業務」も、28 年度は対応数が一か月平均 1,100 局にの

ぼり、今後の基地局拡大にむけシステムの自動化を推進中。 

○「総務省テレビ混信対策センター｣業務 

・ 本業務は、フェージングや外国波のテレビ混信対策を目的に一般財団法人「電波技術

協会」から受託した電話相談業務で、29年度も業務を受託。 
○ＮＨＫ関連団体のコールセンター 

・ ＮＨＫエンタープライズ受注コールセンターは、委託側の業務見直しにより、29 年

３月 28日で 10年にわたる業務を終了。 

・ ＮＨＫサービスセンターのステラ・ラジオ深夜便の定期購読の受注コールセンター業

務も２月で終了したが、このほかの通信販売受付けの業務は継続。 

・ ＮＨＫ出版コールセンターは、土日や祝日もコール業務を開始、新規顧客の獲得に効

果をあげ、業務は拡大傾向。 
 

〔視聴者サービス部〕 

○ＮＨＫグループ商品の販売業務 

・ ＮＨＫサービスセンターの委託による本業務は、「ＮＨＫのど自慢」「おかあさんとい

っしょ」などの公開番組やイベントの開催時に、ＮＨＫ関連キャラクターグッズなど

の物品販売を実施。28 年度は、全国 46か所で展開し、本業務を開始して 5年で 5倍

に増加。日頃、これらのグッズを購入する機会の少ない遠隔地にお住まいの方々にＮ

ＨＫを身近に感じていただくとともに受信料制度の理解促進に貢献。 

○営業活動等支援資材の企画・編集・制作 

・ 「留守番伝言メモ」は地域スタッフに加え、法人委託事業者に積極的に配布した結果、

年間 30万冊超え受注数は急速に増加。 

・ 営業活動の支援ツールとして、どーもくんをあしらった「作業用手袋」（災害見舞い・

復興イベント用）を新たに企画制作。好評のどーもくん B7 ノートは、新色のミント

を追加。学生や新社会人むけのフレッシャーズ対策用として「どーもくんチャック袋」

「どーもくん B7ノート」「どーもくんティッシュ」をひとまとめにした「セット商品」

（1セット 68円）として企画し、活用の幅を拡大。 
○多摩カレッジ 

・ 上半期が 51講座・受講者数 913名、下半期は 53講座・受講者数 885名で昨年度とほ

ぼ同規模で展開。 

・ 毎年秋開催の作品展では絵画、書道など 25 講座から 239 点の作品を集めて表彰式な

どのイベントを実施。歌や朗読など３講座については受講生による発表会も実施。 

 

 

⑥ 営業システムセンター関係 



 

 
8 

○間接支払請求・収納処理の確実・円滑な実施 

・ 口座振替収納件数は、8,273万件（前年度比 100.3％）。 

・ クレジット継続払収納件数は、1,398万件（前年度比 108.3％）。 

・ 振込収納伝送件数は、888万件（前年度比 100.8％）。 

・ 支払代行収納件数は、109万件（前年度比 135.4％）。 

○各種大量印刷物外注発行の円滑な対応と推進 

・ ダイレクトメールの発送数は 5,671万通で、前年度比 106.2％ 333万通の増加。 

・ 主な増加の要因は、下半期に２回実施した衛星契約勧奨ＤＭ（355万通）。 

○主なシステム対応 

＜営業拠点集約（再編）対応＞ 

・ 長野県、愛知県、福島県の営業拠点集約に伴う設備整備事前打合せ、現地下見の実施  

と移転、およびレイアウト変更支援。 

・ カットオーバー支援と再編前と再編後の事務処理対応支援。 

＜熊本地震対応＞ 

・ ４月 14 日に発生した熊本地震は、４～９月の半年間の災害免除適用により４月～５ 

月にかけて各種ＤＭの発送停止、および口座請求等の停止処理を実施。 

・ 10月分から請求再開する旨の事前通知ＤＭの対応。 

＜各種サーバー更新対応＞ 

・ ５月に、本部ノーツサーバーの機器更新作業の支援対応、およびブラウザ系業務のＩ

Ｄ認証用のＷｅｂ認証サーバー更新対応。 

・ 10 月から２月下旬の５か月に渡り各局センターの拠点サーバー老朽更新の全国展開

を毎月３回の週末を利用して各局センターの対応を支援。 

＜その他支援＞ 

・ 未収対策方法の変更に伴い、自動長期未収認定時期の変更ならびに継続振込等の振替

払込票の様式変更の対応。 

・ 法人事業者の委託費算出を各局ツールから本部処理への変更支援。 

○現場活動支援と「問い合わせ窓口」の充実 

・ ヘルプデスク全体の問い合わせ対応件数は、16,698件（前年度比▲12,394件）。特に

ナビタンは操作習熟度の向上や初期不良の解消に伴い、対前年比▲11,798件（▲58％）

と激減。またＱｂｉｔも連動するナビタンの安定運用化により、1,777件（前年比▲

685件）と減少。ＥＧＧＳについてはセキュリティ関係強化による問合せ数は増加し

たが、総体としては、5,936件（前年度比▲84件）と、ほぼ前年度と同じ水準で推移。 

・ 「営業システム改善要望（ＳＫＹ）」定例の打合せ開催。 

ＳＫＹ累計 572件 完了 328件、調査中 81件、作業中 69件、開発中 94件。  

○セキュリティ関連対応  

・ データ転送システムのＭＡＴ・ＨＯＫＳ等の管理者ＩＤの管理対応支援。 

・ ＥＧＧＳ端末の手のひら静脈認証システムの全国展開に向けた移行対応。 

 

 

⑦ 業務監査、リスク管理、人材開発、総務関係 

〔業務監査室〕 

○業務監査室による内部監査 

・ 28 年度業務監査計画に基づき、44 部署の定期監査（２部署のシステム監査を含む）
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を計画どおり実施。さらに９部署の不定期監査も実施した。監査結果は、毎月開催す

る業務監査委員会（28年６月～29年３月）で前月分を報告。 

・ 28 年５月と 11 月の取締役会で、27 年度下半期と 28 年度上半期に実施した定期監査

と不定期監査の「概要」を報告。６月と 12 月の業務監査委員会では「監査の改善要

望事項・改善検討依頼事項の改善措置状況等」を報告。 

〇ＮＨＫ内部監査室による調査 

・ ＮＨＫ内部監査室による実地調査は 28年９月２日～９日に実施された。調査の結果、

総合評価は「適正」であった。 

 

〔リスク管理委員会事務局〕 

・ 個人情報保護に関するＰＭＳ監査については、28年５月～29年１月に全部署で実施。

また、全従業員を対象に個人情報保護教育（講習会等）を上半期１回、下半期１回の

計２回実施。マイナンバーに関する特定個人情報等事務取扱担当者、ストレスチェッ

クの実施事務従事者に対する専門研修についても、今年度から異動期後に年１回実施。 

・ 28年 10月～12月を「コンプライアンス推進強化期間」に設定。全部署で研修・勉強

会を実施（延べ 289 回実施し、3,635 名が参加）。倫理・行動指針の遵守、情報セキ

ュリティリスク等に対する意識醸成を図った。 

・ ９回目となるリスク対策のＰＤＣＡについては、28年 11月に開催した拡大リスク管

理委員会において、新たに抽出したリスクを確定し各部署へリスク分折・対策を打返

し。 

・ ＢＣＰ（事業継続計画）について、４月の熊本地震では本社に災対本部を立ち上げ、

九州支社と連携し、夜間休日を含む安否確認情報収集や現地支援など初動対応。それ

らの経験を踏まえ、28 年度訓練（９月）をはじめ、対策検討依頼による各部署での

対応指針の作成や実施計画書・様式の見直しなどを実施。 

 

〔人材開発委員会事務局〕 

○社員研修実施状況 

・ 「全国研修」13回（参加 192名）、各支社・部署実施の「支社研修」38回（参加 668

名）。新採用社員対象の個人情報保護ｅラーニング研修２回（参加 21名）。「お客様対

応現場体験研修」は、本社・支社あわせ 114名が参加。 

・ 各研修でコンプライアンス・リスク管理の徹底、ＮＢＳ経営ビジョンの実現に向けた

講義内容を構成。 

・ 管理者の一層の能力発揮、意識改革を図るために「管理者研修」を継続。新任社員管

理者には「管理者スキルアップ研修」を設定。 

・ マルチスキル化に資する育成を見据え、階層を越えた「人材開発研修」を継続し、支

社研修との連携を図った。 

 

〔総務部〕 

○社員等 

・ 28年度は、４月に 8名、10月に 16名の計 24名の社員を採用（27年度は 11名）。 

・ 29年３月末の従業員数 759名（転籍等 130 名、出向 14名、社員 615名）で、28年度

当初との比較で 48名の減少。タイムキャスト数は 2,543 名。 

○熊本地震対応 
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・ ４月に震度７の熊本地震が発生。本社に災害対策本部、九州支社に支社対策本部を立

ち上げ、安否確認、業務支援、制度対応等、迅速に実施。 

○業務運営状況調査への対応 

・ ９月、関連団体運営基準に基づき、外部監査法人である「あずさ監査法人」による「業

務運営状況調査」が実施された。検出事項、気付事項ともに「該当事項はありません」

との講評結果。 

○新社員制度の導入 

・ 役割に基づいた処遇区分の細分化や考課の一層の透明性確保を内容とする新社員制

度を６月に導入。昇進・昇格の機会を増やし社員のモチベーション向上を図るととも

に、賃金上昇カーブを緩やかにし人件費の増え幅の抑制を図った。実施にあたっては、

本社・各支社の管理職会で説明するほか、職場単位で説明会を開催。 

○ＮＨＫの営業拠点再編に伴うＮＢＳ業務体制の変更 

・ ７月、長野・愛知・福島３県におけるＮＨＫの営業拠点再編に伴い、ＮＢＳの業務体

制についてプロジェクトで検討。ＮＨＫとの密接な連携のもと、円滑な業務継続等に

的確に対応。 

○ストレスチェックの実施 

・ 改正労働安全衛生法に対応し、10 月にストレスチェックを実施。社員・ＴＣの対象

者 922名中 788名が受検、受験率は 85.5％。 

○タイムキャスト制度の見直し 

・ ８月、コールセンター等のＴＣを対象に運用ルールを一部見直し、週 37 時間を上限

に週所定勤務時間の延長を可能とした。離職抑止等の効果が表れている。 

・ 29年２月、コールセンター等のＴＣに対し、４月実働分からの通勤費の支給を決定。 

・ 30年４月からの無期労働契約化に対応する定年等の制度設計の検討を進めた。 

 

 

⑧財務関係 

・ 平成 28年度から新日本監査法人による会計監査を導入、延べ 15日間実地監査を受け

た。 

・ 平成 28年 11月、適正経理推進月間を設定 

支払請求票、収納請求票などで補正の多い事項を重点的に確認するとともに交際費実

施状況を確認。また、東京事務センター他５部１室にて 11 月から改定した備品台帳

の現物確認を実施。 

・ 平成 29年２月、昨年同様、「出金管理に関する点検」を実施。 

 

 

（２）対処すべき課題 

・ 「ＮＢＳ経営プラン 27－29」に関して、28 年度総括の結果に基づき、３か年計画で

掲げていた重点目標等を最終年度（29年度）において着実な達成を図る。 

・ 「新たな３か年のＮＢＳ経営プラン 30－32」を策定し、経営ビジョンの達成に向け

道筋を具体化する。  

・ 平成 29年度から新たに受託するＮＨＫ営業関係業務に関して、ＮＨＫと十分連携し、

業務内容の習熟、課題解消に努めるとともに、既存業務の更なる充実とあわせ円滑な

遂行と定着に努め、８月から円滑に業務拡大を実施する。 
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・ 働き方改革を推進し、適正な業務・勤務管理の徹底および業務改革による社員業務の

高度化に努める。 

・ タイムキャストへの業務移行を促進し、より効率的な業務体制の整備に取り組む。 

・ 30 年４月開始のタイムキャストの無期労働契約化について、対応する制度の整備や

丁寧な説明により円滑に移行を行う。 

・ コールセンター部門における要員体制を整備するとともに、適正な要員配置により応

答率・応答数を確保する。 

・ 700MHz テレビ受信障害対策コールセンターの急速な業務拡大に対して、高いコール

品質を維持しながら、増席や新拠点の開設で、的確に対応する。 

・ 改正個人情報保護法に基づき個人情報を適正に運用管理するとともに、プライバシー

マークを維持・更新していく。 

・ 29年７月にＩＴ統制委員会を立上げ、「平成 29年度ＩＴ統制に関する活動基本方針」

に基づき、関連規程の整備や全社的なＰＤＣＡ活動、情報セキュリティ対策の強化を

的確に推進する。 

 

 

（３）事業譲渡・吸収分割又は新設分割の状況 

該当事項はなし。 

 

 

（４）事業譲受の状況 

該当事項はなし。 

 

 

（５）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得状況 

該当事項はなし。 

 

 

（６）吸収合併又は吸収分割によるほかの会社の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はなし。 
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（７）財産および損益の状況の推移 

       ＜単位：千円＞         

区 分 
平成 25 年度 

（第 25 期） 

平成 26 年度 

（第 26 期） 

平成 27 年度 

（第 27 期） 

平成 28 年度 

（第 28 期） 

売 上 高  

 

営 業 利 益 

 

経 常 利 益 

 

当期純利益 

（１株当たり）
 

当期純利益 

 

総 資 産  

 

純 資 産  

１１，６９４，０７３ 

 

１４２，２８７ 

 

２３３，４３４ 

 

８８，２１８ 

 

３０，６４２円２１銭 

 

１０，５６５，８３９ 

 

３，３９９，１１８ 

１１，０１２，５５４ 

 

１１３，６１８ 

 

１９３，０６２ 

 

９０，０４９ 

 

３１，２７７円９０銭 

 

１０，３２７，４９３ 

 

３，４５５，６４１ 

１０，６６２，１７１ 

 

１８５，０１９ 

 

３０６，３２２ 

 

１６６，９５８ 

 

５７，９９１円８４銭 

 

５，４００，３８９ 

 

３，５８８，６２８ 

１０，５２７，８２８ 

 

１６０，９９９ 

 

３２１，４５１ 

 

１８２，２１６ 

 

６３，２９１円４３銭 

 

５，３１９，３３９ 

 

３，５３０，１４０ 

                                                （千円未満切捨表示） 

 

 

（８）主要な事業所等 

① 支 社 

 

② 事務センター 

③ 事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ コールセンター 

⑤ カスタマーセンター 

: 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

関東（東京）、関西（大阪）、中部（愛知）、中国（広島）、 

九州（福岡）、東北（宮城）、北海道（札幌）、四国（愛媛） 

東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌 

中央（東京）、池袋、上野、西東京、長野、新潟、甲府、 

横浜、かながわ西、かながわ東、前橋、水戸、千葉、船橋、 

宇都宮、さいたま、さいたま西、 

大阪中央、南大阪、北大阪、京都、神戸、阪神、姫路、 

和歌山、奈良、大津、 

名古屋中央、名古屋駅前、金沢、静岡、浜松、福井、富山、 

津、岐阜、 

広島、岡山、松江、鳥取、山口、 

福岡、北九州、熊本、長崎、鹿児島、宮崎、大分、佐賀、

沖縄、 

仙台、秋田、山形、盛岡、福島、青森、 

北海道中央、北海道南、北海道北、北海道東、 

松山、高知、徳島、高松 

東京、大阪、福岡、仙台 

東京 
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（９）従業員の状況 

上段：平成 29年３月 31日付  

下段：平成 28年４月 １日付 

区分 
社員 

転籍・嘱託 
社員 契約社員 ＮＨＫ出向者 計 

男性 

１３０名 ２５名 ７名 １３名 １７５名 

１４８名 ２５名 ７名 １１名 １９１名 

女性 

０名 ５８２名 １名 １名 ５８４名 

０名 ６１４名 １名 １名 ６１６名 

計 

１３０名 ６０７名 ８名 １４名 ７５９名 

１４８名 ６３９名 ８名 １２名 ８０７名 

※このほか、ＮＨＫへの出向者 平成 29年３月 31 日付 計７名  

平成 28年４月 １日付 計６名 

 

 

（10）重要な親会社および子会社の状況 

① 親会社との関係 

当社の親会社は日本放送協会であり、当社の株式の 83.4％を保有している。 

親会社からは、主に受信料関係の営業事務情報処理業務、コールセンター業務、 

法人関係業務を受託している。 

② 親会社との間の取引に関する事項 

当社は同協会との取引については、当社および株主の利益を損なうことがないよう、

同協会が定める「業務委託基準」に則り、「社会的に公正かつ妥当な」金額で実施し

ている。当社取締役会は、これらの取引が当社の利益を害するものではないと判断

している。 

③ 子会社の状況 

子会社はない。 

 

 

（11）主要な借入先 

なし 
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２．会社の株式に関する事項 

（１）発行可能株式総数     ４,０００株 

 

 

（２）発行済株式の総数、資本金および株主数 

   発行済株式総数 資 本 金 株 主 数 

当年度末 ２，８７９株 １０，０００万円 ８名 

 

 

（３）株主の状況 

株     主     名 持 株 数 議決権比率 

日本放送協会 ２，４００株 ８３.４％ 

株式会社ＮＨＫアイテック  １４０株 ４.９％ 

株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー   ９０株 ３.１％ 

株式会社ＮＨＫエンタープライズ     ６０株 ２.１％ 

株式会社ＮＨＫ出版     ６０株 ２.１％ 

株式会社ＮＨＫ文化センター       ６０株 ２.１％ 

株式会社ＮＨＫプロモーション       ４０株 １.４％ 

株式会社みずほ銀行       ２９株 1.０％ 

計   ２，８７９株 １００.０％ 
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３．会社の役員に関する事項 

（１）取締役および監査役の氏名等 

会社における地位または主な職業 担 当 氏  名 
他の法人の代表状況等 

又は重要な兼職の状況 

代表取締役社長  長谷 欣之  

専務取締役 

事業開発 

コールセンター 

カスタマーセンター 

研井 憲治 

 

 

常務取締役 

 

人事・労務・総務 

リスク管理 

人材育成 

業務改革 

支社統括 

 

松裏 宗弘 

 

 

常務取締役 
経営計画 

財務・経理 
友田 孝兄 

 

取締役 

営業事務推進 

業務推進 

営業システム 

小坂 達也 

 

取締役（非常勤）  砂押 宏行 ＮＨＫ営業局長 

取締役（非常勤）  中 俊夫 ＮＨＫ関連事業局副部長 

取締役（非常勤）  氏原 茂 ㈱ＮＨＫアイテック 取締役 

監査役（非常勤）  我孫子 栄一 ＮＨＫ内部監査室専任部長 

 

 

（２）取締役および監査役の兼務の状況の明細 

区 分 氏 名 兼務する他の会社名 業務の内容 

代表取締役社長 長谷 欣之 (医療法人財)放友クリニック 評議員 

取締役（非常勤） 中 俊夫 (一財)ＮＨＫ放送研修センター 監事（非常勤） 

取締役（非常勤） 氏原 茂 (一財)ＮＨＫエンジニアリングシステム 評議員 
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（３）取締役および監査役の報酬等の総額 

   当事業年度における当社の取締役および監査役に対する報酬等の内容は、以下のとお

りである。 

                                                （千円未満切捨て） 

対象者 人数 報酬の額 

取締役 ６名 ６９，７５３千円 

監査役 － － 

（注１） 当事業年度末の人員数は、取締役８名、監査役１名ですが、うち非常勤の取締役３名、 

非常勤の監査役１名は無報酬であり、上記人員には含まれておりません。 

（注２） 報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 
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４．内部統制 

 Ⅰ 業務の適正を確保する体制および方針 

当社が業務の適正を確保する体制として取締役会で決議した事項は次の通りである。 

 

 

（１）取締役および使用人（社員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制 

①当社は取締役および社員を含めた行動規範として、「ＮＨＫ営業サービス倫理・行動

指針」を定め、その遵守を図る。 

取締役および社員のコンプライアンスの徹底をさらに図るため、「コンプライアンス

通報規程」「社内相談窓口（ＮＢＳヘルプライン）実施要領」などを社内に効果的に

周知する。 

②取締役会については、「取締役会規則」を定め、その適切な運営を確保し、定例で開

催するほか、必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業

務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。 

万一、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役およ

び取締役会に報告するなどして、その徹底を図る。 

③各職位の職務と権限については、「組織規程」に“共通職務権限”を定め、権限行使

の原則と事項別の案件の提案、報告、審議、決裁の手続を明示し、実施する。 

 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①業務遂行上の文書については、「ＮＨＫ営業サービス事案文書管理規程」にのっとり

作成、稟議、保存する。また、契約書等については、その重要性に鑑み、“共通職務

権限”に稟議、保存の手順を特に明記し、実行する。 

②「株主総会議事録」「取締役会議事録」「役員会議事録」については、適切かつ確実に

保存、保管され、「役員会議事録」については、取締役および監査役が常に閲覧可能

な状態に置く。 

 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、当社の事業に係るリスクとして、投資的リスク、個人情報漏洩等情報セキュ

リティ的リスクなどを認識し、「リスクマネジメント基本方針」を定めて、社内周知

を図る。また、公共放送グループの一員としての自覚を持ち、常に企業運営の面で社

会的な指弾を受けることのないよう十分注意を払う。 

②危機管理については、「リスクマネジメント基本方針」に基づき、代表取締役を委員

長とする役員会メンバーで構成するリスク管理委員会の指示の下に、リスク管理委員

会事務局を設置し、これにあたる。 

③個人情報保護については、当社がＮＨＫ受信契約に関する事務・情報処理の全てを受

託し膨大な個人情報を扱っていることから、一般財団法人日本情報経済社会推進協会

のプライバシーマークを取得し、全事業所に個人情報管理者を置き、その管理につい
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て全社的な意識の向上を図る。   

④社内システムについては、「情報セキュリティ管理規則（ＮＢＳセキュリテイガイド

ライン）」を定め、本社総務部[システム]が、全社的に管理するとともに、各システ

ムの主管部とともに、必要なセキュリテイ対策を実施する。 

 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①職務分掌に関する諸規程を定め、取締役および各部門所管と権限を明確にし、経営に

関する意思決定および職務執行を効率的かつ適正に行う。 

②重要な意思決定については、毎週開催の定例役員会などにより多面的に検討し、慎重

に決定する。 

 

 

（５）会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制 

①当社の親会社にあたるＮＨＫは、子会社等の事業が適切に行われることを目的とした

「関連団体運営基準」により、事業運営およびこれに対するＮＨＫの指導・監督等に

関する基本的事項を定めており、当社も該当している。 

②ＮＨＫは、「関連団体運営基準」に関する事項およびＮＨＫが指定する事項について、

監査法人等に委嘱して関連団体の業務監査を実施し、監査法人等の報告に基き、関連

団体に対し必要な指導・監督を行っており、当社も該当している。 

③ＮＨＫの監査委員が当社に対し事業の報告を求め、または業務および財産の状況を調

査する場合には、当社は、適切な対応を行う。 

 

 

（６）監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

①監査役からの求めがあった場合には、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社

社員から監査役補助者を任命する。 

監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等については、監査役の同意を得た上で、

取締役会が決定する。 

②監査役補助者は、当社業務を兼務することができるが、監査役より監査業務に必要な

命令を受けた場合は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。 

③監査役は、監査法人、業務監査室と情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を

確保する。 

 

 

（７）取締役および使用人（社員）が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①取締役または社員は、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及

ぼす事項の内容を、監査役にそのつど報告するものとする。 

②監査役は、いつでも必要に応じて、取締役および社員に対して報告を求めることがで

きる。 
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Ⅱ 運用状況の概要 

（１）各種会議の開催 

当社には、３名の社外取締役および１名の非常勤の社外監査役がいるが、年６回開催の

取締役会には全員が、毎週開催の役員会にもその一部が出席して、重要事項の審議・決議

に加わるとともに、当社取締役・役員の業務執行状況等に必要な意見を述べている。更に、

月１回開催の業務監査委員会（メンバーは取締役および役員で、業務監査室から監査結果

の報告が行われる）には、非常勤の監査役も出席し意見を述べている。 

 

 

（２）業務監査等 

平成 11年度から業務監査を実施しており、他社に先駆け 22年に業務監査室を設置して

いる。現在７名体制（常勤２、非常勤５）で全国の事業所等を２年で一巡しており、28

年度は 44 部署の定期監査（２部署のシステム監査を含む）を計画どおり実施し、さらに

９部署の不定期監査も実施した。 

また、ＮＨＫが委嘱したあずさ監査法人による関連団体運営基準に関する監査およびＮ

ＨＫ内部監査室による調査も受けたが、特に問題はなかった。 

 

 

（３）リスク点検活動 

グループリスクマネジメント活動の一環として、独自に行っているリスクのＰＤＣＡ活

動も踏まえて、４つのリスク（個人情報漏洩、災害・事故による業務不能、不正な外部支

払い、取引先別支払額の手作業による誤集計）を抽出し、対応方針を定め、リスク評価を

行った。対応はきちんと行われているが、リスクの重大性に鑑み、前３者のリスクについ

ては、リスクとして次年度への継続判断をした。 

 

 

（４）コンプライアンスの推進 

ＮＨＫに準じて、コンプライアンス推進強化期間を 10～12 月で設定し、当社のコンプ

ライアンスの基本である「倫理・行動憲章」の読み合わせなどの職場討議や研修、情報セ

キュリティリスク等に対する意識醸成を図った。対象 99 部署、延べ 289 回実施し、延べ

3,635名の社員・ＴＣ・派遣要員が参加した。 

また、11 月は「適正経理推進月間」とし、旅費や支払伝票等のより厳格な審査を行う

とともに、会議費・交際費の証憑書類の確認、備品管理の確認を行ったが、特段の問題は

発見されなかった。 

 

 

（５）出金管理の点検 

ウォークスルーと呼ばれる手法で２部署を抽出して取引先への支払いと出張旅費等の

支払につき点検した。特に問題は確認されなかった。 
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 Ⅲ 運用状況の評価 

全社的な内部統制について、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝

達」「モニタリング」「ＩＴへの対応」という６つの観点から、整備状況および運用状況の

有効性を評価した。また、業務上重要なリスクを抽出した上で必要な対応（内部統制）が

実施されていることを評価した。 

評価の結果、平成 29年３月 31日時点における当社の内部統制は、概ね有効であると判

断した。 

 


	①　経営企画室関係
	②　事務推進本部関係
	＜処理工程の統一＞
	＜新誤入力検査の導入＞
	③　コールセンター本部関係
	④　業務推進本部関係

	〔育成支援部〕
	○講習関係業務
	⑤　カスタマーセンター関係
	⑥　営業システムセンター関係
	⑦　業務監査、リスク管理、人材開発、総務関係

	〔業務監査室〕
	〔リスク管理委員会事務局〕
	⑧財務関係

	＜単位：千円＞

